
平成１７年（行ケ）第１０２８７号　審決取消請求事件
平成１７年５月１０日口頭弁論終結

　　　　　判　　　　決
　原　告　後藤砕石販売株式会社
　訴訟代理人弁理士　廣田浩一　　　　　
　被　告　特許庁長官　小川洋
　指定代理人　藤原伸二，高木進，大橋信彦，井出英一郎，岡田孝博，山田忠夫　

　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は，原告の負担とする。

　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が不服２００２－１８８７７号事件について平成１５年１１月４日にし
た審決を取り消す。」との判決。

第２　事案の概要
　本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って
表記を変えた部分がある。
　本件は，原告が，本願発明の特許出願をしたところ，拒絶査定を受け，これを不
服として審判請求をしたが，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審
決の取消しを求めた事案である。
　１　特許庁における手続の経緯
　(1)　本願発明（甲２）
　出願人：後藤砕石販売株式会社（原告）
　発明の名称：「透水式水路用建材」
　出願番号：特願平１１－２４３９４７号
　出願日：平成１１年８月３０日
　(2)　本件手続
　手続補正：平成１４年６月２６日（甲３）
　拒絶査定日：平成１４年９月１０日
　審判請求日：平成１４年９月２７日（不服２００２－１８８７７号）
　審決日：平成１５年１１月４日
　審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
　審決謄本送達日：平成１５年１１月２６日（原告に対し）
　２　本願発明の要旨（請求項２以下の記載は省略。以下，平成１４年６月２６日
付け手続補正書（甲３）により補正の加えられた当初明細書（甲２）を「本願明細
書」という。）
【請求項１】断面が凹形状の水路を形成するために用いられ，骨材と，該骨材を収
容し，該骨材の粒径よりも小さな径の網目を有する袋体と，を少なくとも有するこ
とを特徴とする透水式水路用建材。  　　 
　３　審決の要点
　(1)　引用刊行物
　ア　特開平６－２８０２９６号公報（以下「刊行物１」という。本訴甲４）
　イ　特開平１１－１４７０１０号公報（以下「刊行物２」という。本訴甲５）
　(2)　刊行物１に記載された発明 （以下「刊行物１発明」という。）
　「断面がＶ形状の排水溝を形成するために用いられ，合成繊維の素材で構成した
透水性の織物，又は，不織布。」 　　 
　(3)　本願発明と刊行物１記載の発明の対比 
　本願発明と刊行物１に記載の発明とを対比すると，刊行物１に記載の発明の「Ｖ
形状」，「排水溝」は，それぞれ，本願発明の「凹形状」，「水路」に相当する。
また，刊行物１に記載の発明の「合成繊維の素材で構成した織物，又は，不織布」
も本願発明の「骨材と，該骨材を収容し，該骨材の粒径よりも小さな径の網目を有
する袋体」も共に，透水性を有する部材であるから，「透水性部材」といえ，さら
に，該織物，又は不織布は，その一側面を法面に接するように配設されており，法
面が土である場合には，土中に水を浸透させる水路を形成する部材でもあるから，



「透水式水路用建材」といえる。 
〈一致点〉 
 「断面が凹形状の水路を形成するために用いられ，透水性部材を少なくとも有する
透水式水路用建材。」 　　 
〈相違点〉
　「本願発明では，透水性部材が，骨材と，該骨材を収容し，該骨材の粒径よりも
小さな径の網目を有する袋体から構成されているのに対して，刊行物１に記載の発
明では，透水性部材が，合成繊維の素材で構成した織物，又は，不織布から構成さ
れている点。」 
　(4)　相違点についての判断 　　 
　「そこで，上記相違点について検討すると，刊行物２には，断面が凹形状の河川
（本願発明の「断面が凹形状の水路」に相当。以下，同様に記載する。）の曲がり
箇所４２に配置される（一部を「形成する」）ために用いられ，濾材２２（「骨
材」）と，該濾材（「骨材」）を充填（「収容」）し，該濾材２２（「骨材」）の
大きさ（「粒径」）よりも小さな大きさ（「径」）の目（「網目」）を有する包装
容器１０（「袋体」）を少なくとも有する嚢が記載されており，該嚢は，…透水性
で，一部の水を地面に吸収させる機能を有しているものと認められるから，水を地
面に吸収させるために，刊行物１に記載の発明の透水式水路用建材を構成する透水
性部材として，刊行物２に記載の発明の上記構成のものを適用して，上記相違点に
係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。 
　そして，全体として本願発明によりもたらされる効果も，刊行物１及び２に記載
の発明から当業者が当然に予測できる程度のものであって顕著なものではない。 
　したがって，本願発明は，刊行物１及び２に記載の発明に基づいて当業者が容易
に発明をすることができたものである。」 

第３　原告の主張の要点
　１　取消事由１（一致点及び相違点の認定の誤り）
　(1)　本願明細書の特許請求の範囲請求項１のうち，「断面が凹形状の水路」と
は，本願発明に係る透水式水路用建材が，素掘側溝を補強しつつ断面が凹形状の水
路を形成するためのものであることに照らすと（本願明細書の段落【０００３】，
【００３４】，図１，２），「山間地に設けた素掘側溝」を意味すると解すべきで
ある。
  また，同請求項の「水路を形成する」との文言は，水路の全部を形成することを
意味するのか，あるいは水路の一部のみを形成することを意味するのか明確ではな
く，透水用水路用建材が，補強フック板やアンカーを用いて宙に浮いた状態で水路
を形成することを意味するのかどうかも明らかではない。そこで，本願明細書及び
図面の記載（特に図１，２）を参酌すると，本願発明に係る透水式水路用建材は，
素掘側溝を覆うようにして当該素掘側溝上に接した状態で配設されて（これにより
素掘側溝を補強することができる。），それ自体で水路の全部を形成するものとい
うことができる。したがって，本願明細書の特許請求の範囲請求項１にいう「水路
を形成する」とは，「水路の全部を透水式水路用建材のみで，かつ素掘側溝上（地
面）に接した状態で形成すること」を意味すると解すべきである。
　(2)　審決は，刊行物１発明の「排水溝」は，本願発明の「水路」に相当すると認
定した。しかしながら，本願発明の「水路」は「山間地に設けた素掘側溝」を意味
するのに対し，刊行物１発明の「排水溝」は一方の側面が宙に浮いた状態で補強フ
ック板やアンカーを用いて形成されるものであるから（甲４の図１，２），本願発
明の「水路」とは全く異なる。したがって，刊行物１発明の「排水溝」が本願発明
における「水路」に相当するとした審決の認定は誤りである。
　(3)　本願発明の透水式水路用建材は，素掘側溝を覆うようにして当該素掘側溝上
に接した状態で配設され，それ自体で水路の全部を形成するのに対し，刊行物１発
明の透過性部材は，その一側面が法面に接するようにして配設され，他方の側面が
宙に浮いた状態で補強フック板やアンカーにより配設されて用いられる。このよう
に，本願発明の透水式水路用建材と刊行物１発明の透過性部材は，その用いられ方
が相違するのであるから，審決はこの点を相違点と認定すべきであったにもかかわ
らず，誤って看過したものである。
　２　取消事由２（相違点の判断の誤り）
　審決は，当業者であれば，刊行物１及び２に記載された発明に基づき，本願発明
を容易に発明できたとするが，誤りである。



　審決は，刊行物２記載の発明（以下「刊行物２発明」という。）における「河
川」は，本願発明の「断面が凹形状の水路」に相当すると認定した。しかしなが
ら，前記のとおり，本願発明における「断面が凹形状の水路」は「山間地に設けた
素掘側溝」を意味するのであるから，「河川」とは全く異なる。
　また，刊行物２には，侵食防止のために嚢を河川の曲がり箇所の周囲に積み上げ
て用いることが単に記載されているにすぎず（段落【００２１】），本願発明のよ
うに嚢自体を河川の上に河川を覆うように接した状態で配設して用いること，すな
わち断面が凹形状の水路の一部ではなく，その全部を嚢のみで形成することが全く
記載も示唆もされていない。したがって，刊行物２発明の嚢を刊行物１発明に適用
して，本願発明の構成とすることは，当業者に想到し得ないことである。
　仮に，刊行物２における嚢を，刊行物１発明の織物又は不織布に代えて適用して
も，素掘側溝を覆うようにして当該素掘側溝の上に接した状態で配設され，素掘側
溝を補強しつつ，それ自体で断面が凹形状の水路の全部を形成する本願発明に係る
「透水式水路用建材」とはならない。

第４　被告の主張の要点　
　１　取消事由１（一致点及び相違点の認定の誤り）に対して
　(1)　原告は，本願の特許請求の範囲請求項１の「断面が凹形状の水路」とは「山
間地に設けた素掘側溝」を意味し，「水路を形成する」とは「水路の全部を透水式
水路用建材のみで，かつ素掘側溝上（地面）に接した状態で形成すること」を意味
すると主張する。
　しかし，この解釈は，特許請求の範囲の記載を離れ，実施例として記載されたも
のを本願発明とするものであって許されない。出願に係る発明の認定は，特許請求
の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるい
は一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らし明らかで
あるなど，発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限
り，特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきである。
　「水路」とは，「①水の流れるみち。②水を送る通路。送水路。導水路。」（広
辞苑第四版など）を意味し，その意味は極めて明確であるから，「透水式水路用建
材」，「断面が凹形状の水路」の技術的意義はその字句通りの意味として一義的に
明確である。したがって，「断面が凹形状の水路」を「山間地に設けた素掘側
溝」，「水路を形成する」を「水路の全部を透水式水路用建材のみで，かつ素掘側
溝上（地面）に接した状態で形成すること」と認定すべき特段の事情は存在しな
い。
　(2)　原告は，刊行物１発明の「排水溝」が本願発明の「水路」に相当するとの審
決の認定は誤っていると主張する。
　しかし，前記のとおり，原告の主張は，「断面が凹形状の水路」の意味を特許請
求の範囲の記載から離れて理解するものであり，その前提において誤っている。
「水路」を「①水の流れるみち。②水を送る通路。送水路。導水路。」と理解すれ
ば，本願発明の「水路」は刊行物１発明の「排水溝」に相当するとの審決の認定に
誤りはない。
　(3)　原告は，本願発明の「透水式水路用建材」と刊行物１発明の「織物又は不織
布」とでは用いられ方が全く相違しており，審決は，この相違点を看過したもので
あると主張する。
　しかしながら，本願発明は，断面が凹形状の水路を形成するために用いられる
「透水式水路用建材」であって，当該建材の具体的な配置の仕方や用いられ方は，
特許請求の範囲に何ら記載されていない。また，「水路を形成する」の意味につい
ての原告の解釈が誤りであることは前記のとおりである。
　したがって，相違点の看過をいう原告の主張には理由がない。
　２　取消事由２（相違点の判断の誤り）に対して
　(1)　原告は，刊行物２発明の「河川」が本願発明の「断面が凹形状の水路」に相
当するとの審決の認定は誤りであると主張する。
　しかしながら，原告の主張は，前記のとおり，特許請求の範囲の記載から離れ，
本願発明の「透水式水路用建材」が山間地に設けた素掘側溝を覆うようにして当該
素掘側溝上に接した状態で配設されて用いられると理解するものであり，その前提
において誤っている。河川は，地表の水が集まって流れる水路を意味し，その断面
が通常凹形状であることは周知の事項であるから，審決が刊行物２記載の「河川」
が本願発明における「断面が凹形状の水路」に相当するとしたことに誤りはない。



　(2)　原告は，審決が，当業者であれば，刊行物１発明及び２に基づき，相違点に
係る本願発明の構成は容易に想到し得ると判断したのは誤りであると主張する。
　しかしながら，審決は，「骨材と，該骨材の粒径よりも小さな径の網を有する袋
体」が，河川の曲がり箇所に用いられる透水性部材として本件特許出願前に公知で
あったことを示すために，刊行物２を引用したものである。刊行物１発明の透水式
水路用建材と刊行物２に記載された袋体とは，ともに水路に用いられ，透水性を有
するという点で共通することから，刊行物１発明に同２発明を適用することについ
て阻害要因もない。そうすると，刊行物１発明の透水式水路用建材に代えて刊行物
２記載の袋体を適用し，上記相違点に係る構成とすることは，当業者であれば容易
になし得るというべきであり，本願発明について進歩性を否定した審決の判断に誤
りはない。

第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（一致点及び相違点の認定の誤り）について
　(1)　原告は，本願明細書の特許請求の範囲請求項１の「断面が凹形状の水路」と
は「山間地に設けた素掘側溝」を意味し，「水路を形成する」とは「水路の全部を
透水式水路用建材のみで，かつ素掘側溝上（地面）に接した状態で形成すること」
を意味すると解すべきであると主張する。原告の主張する取消事由は，いずれも同
解釈を前提としているので，この点についてまず判断する。
　ア　特許出願にかかる発明の要旨認定は，特段の事情のない限り，特許請求の範
囲の記載に基づいてされるべきであり，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義
的に明確に理解することができないとか，あるいは一見してその記載が誤記である
ことが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場
合に限って，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されると解すべ
きである（最二小判平成３年３月８日民集４５巻３号１２３頁）。
　前記のとおり，本願明細書（甲２，３）の特許請求の範囲の請求項１には，「断
面が凹形状の水路を形成するために用いられ，骨材と，該骨材を収容し，該骨材の
粒径よりも小さな径の網目を有する袋体と，を少なくとも有することを特徴とする
透水式水路用建材。」と記載されている。一般に「水路」とは「水の流れるみち」
「水を送る通路」（広辞苑第五版）を意味するところ，請求項１の上記記載によれ
ば，同項の「凹形状水路」は「凹形状をした水の流れるみち」，「水路を形成す
る」は「水の流れるみちを形作ること」と一義的に明確に理解することができ，こ
れらの文言の意味が曖昧であるとはいえない。
　イ　これに対し，原告は，本願発明における「断面が凹形状の水路」，「水路を
形成する」の意味について，本願明細書及び図面の記載を参酌すべきであると主張
する。そこで，本願明細書及び図面の記載を参酌すべき特段の事情があるかどうか
をさらに検討する。
　原告が参酌すべきと主張する本願明細書の段落【０００３】及び【００３４】に
は，以下の記載がある。
　「【０００３】
　【発明が解決しようとする課題】
　本発明は，かかる現状に鑑みてなされたものであり，前記従来における諸問題を
解決し，以下の目的を達成することを課題とする。即ち，本発明は，山間地での素
掘側溝の補強に特に好適であり，構造が簡単で，量産可能であり，設置性・取扱性
に優れ，透水式の水路，排水路等を低コストかつ短時間で容易に施工することがで
きる透水式水路用建材を提供することを目的とする。
　【００３４】
　【発明の効果】
　本発明によると，前記従来における諸問題を解決することができ，山間地での素
掘側溝の補強に特に好適であり，構造が簡単で，量産可能であり，設置性・取扱性
に優れ，透水式の水路，排水路等を低コストかつ短時間で容易に施工することがで
きる透水式水路用建材を提供することができる。」
　上記記載によれば，山間地での素掘側溝は，本願発明の「透水式水路用建材」の
用途としての一つの好適例として挙げられているにすぎず，また，「発明の詳細な
説明」において「断面が凹形状の水路」という文言に通常の用例とは異なる定義が
与えられているなどの特段の事情も見当たらない。
　また，同様に，原告が参酌すべきと主張する図１及び図２に関し，本願明細書の
段落【００２６】には，「以下に本発明の透水式水路用建材の実施例につき，図面



を参照しながら説明するが，本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではな
い。」と記載され，【図面の簡単な説明】【図１】にも「図１は，本発明の透水式
水路用建材を用いて形成した透水式水路の一例を示す」と記載されている。図１，
２に示された「透水式水路用建材」の配置態様は，あくまで実施例にすぎないとい
うべきであり，これらの図面に基づいて，本願発明の請求項１の「水路を形成す
る」という文言が「水路の全部を透水式水路用建材のみで，かつ素掘側溝上（地
面）に接した状態で形成すること」を意味するということはできない。
　そうすると，本願発明の「断面が凹形状の水路」，「水路を形成する」の意味に
ついては，その通常の意味に基づいて，上記アのとおり理解すべきであり，本願明
細書の記載や図面を参酌して，原告が主張するような解釈をすべき特段の事情は見
当たらない。
　(2)　以上の判示を前提として，原告の主張する刊行物１発明と本願発明の一致点
及び相違点の認定の誤りについて，検討する。
　ア　原告は，本願発明の「断面が凹形状の水路」は「山間地に設けた素掘側溝」
を意味するのに対し，刊行物１発明の「排水溝」は一方の側面が宙に浮いた状態で
補強フック板やアンカーを用いて形成されるものであるから，刊行物１発明の「排
水溝」が本願発明の「水路」に相当するとの審決の認定は誤りであると主張する。
　しかしながら，原告が前提とする，本願発明の「断面が凹形状の水路」は「山間
地に設けた素掘側溝」を意味するとの主張が採用できないことは，前記判示のとお
りである。
　刊行物１（甲４）には，「法面小段の法尻に織物，又は，不織布で樋形状に構成
した，法面小段排水溝。」（【請求項１】），「側溝の補助や簡易水路としての利
用効果が高い。」（段落【０００５】），「法面小段排水溝は，不織布シートを図
１明示に加工して，法尻に勾配を取りアンカーにて固定する。」（段落【０００
６】），「法面小段の勾配に関係なく，自在に排水方向を選択でき…。多降雨水の
処理にも高い効果を発揮する。又，少降雨水の場合も水流の勾配が取れているた
め，汚泥の堆積が少ない。」（段落【００１０】）と記載されており，また，刊行
物１の第１図，第２図には，断面がＶ形状の法面小段排水溝がその一側面を法面に
接するように配設されている状況が記載されている。
　これらの記載からすると，織物又は不織物から構成される刊行物１の「排水溝」
は，側溝の補助や簡易水路としても利用することができ，Ｖ形状の断面内は雨水等
の水が流れるみちとなっているものと認められる。したがって，刊行物１発明の
「排水溝」は，「凹形状をした水の流れるみち」であるということができ，本願発
明の「水路」に相当すると認められる。
　イ　原告は，本願発明の透水式水路用建材は，素掘側溝を覆うようにして当該素
掘側溝上に接した状態で配設され，それ自体で水路の全部を形成するのに対し，刊
行物１発明の透過性部材は，その一側面が法面に接するようにして配設され，他方
の側面が宙に浮いた状態で補強フック板やアンカーにより配設されて用いられるの
であるから，審決はこの点を相違点と認定すべきであったと主張する。
　しかしながら，本願発明の請求項１には，透水式水路用建材の具体的な配置の仕
方や用途は記載されておらず，同項にいう「水路を形成する」が「水路の全部を透
水式水路用建材のみで，かつ素掘側溝上（地面）に接した状態で形成すること」を
意味するとは認められないことは前記判示のとおりである。原告の主張は，請求項
１に記載のない事項に基づいて，刊行物１発明との相違点の看過をいうものであ
り，採用できない。
　(3)　以上のとおりであるから，原告の主張する取消事由１は，理由がない。
　２　取消事由２（相違点の判断の誤り）
　原告は，審決が，当業者であれば，刊行物１及び２発明に基づき，相違点に係る
本願発明の構成は容易に想到し得ると判断したのは誤りであると主張する。
　(1)　原告は，本願発明の「断面が凹形状の水路」は「山間地に設けた素掘側溝」
を意味するのであるから，刊行物２発明の「河川」とは異なると主張する。
　しかしながら，本願発明の「断面が凹形状の水路」が「山間地に設けた素掘側
溝」を意味するとの原告の解釈が採用できないことは，前記判示のとおりである。
「河川」は，「地表の水が集まって流れる水路」（広辞苑第五版）を意味し，その
断面は通常凹形状であるということができるから，審決が刊行物２記載の「河川」
が本願発明における「断面が凹形状の水路」に相当するとしたことに誤りはない。
　(2)　原告は，刊行物１発明の織物又は不織布に代えて，刊行物２発明の水質浄化
嚢を適用できるとの審決の判断について，刊行物２には，侵食防止のために嚢を河



川の曲がり箇所の周囲に積み上げて用いることが単に記載されているにすぎず，当
該嚢自体を河川の上に河川を覆うように接した状態で配設して用いることは記載さ
れていないのであるから，刊行物２発明の嚢を刊行物１発明に適用して，本願発明
の構成とすることは当業者に想到し得ないことであると主張する。
　しかしながら，本願発明の請求項１の「水路を形成する」が「水路の全部を透水
式水路用建材のみで，かつ素掘側溝上（地面）に接した状態で形成すること」を意
味するとの原告主張が採用できないことは，前記判示のとおりである。原告の主張
は，その前提において失当である。
　刊行物２（甲５）記載の水質浄化嚢は，「水質の浄化（環境保全），水際の防
護，水流統御，衝突水の衝撃緩和」（段落【０００６】）などを目的とし，「水質
浄化嚢を浸透したり通過したりするときに水が濾材で水質浄化される」（段落【０
０１０】）ものである。他方，刊行物１記載の織物又は不織布も，水路を形成して
水流を制御するとともに，その中を水が透過し「雨水の適度な浸透保水を兼ね浄化
する」（段落【０００９】）ものである。このように，刊行物１の織物又は不織布
及び刊行物２の水質浄化嚢は，いずれも水流制御，保水浸透という機能を同じくす
るものであり，「河川」において水流制御，保水浸透の機能を発揮する水質浄化嚢
であれば，「排水溝」においても同様に利用可能であることは当業者であれば容易
に理解できるというべきである。しかも，刊行物２の水質浄化嚢は，「土嚢に準じ
た変形自在性を有する」（段落【００１１】）のであるから，「排水溝」の表面に
沿って配置するような態様が可能なことも，当業者ならば容易に理解できることで
ある。したがって，刊行物１発明の織物又は不織布に代えて，刊行物２発明の水質
浄化嚢を適用できるとの審決の判断は是認できる。
　(3)　原告は，仮に，刊行物１発明の織物又は不織布に代えて，刊行物２発明の水
質浄化嚢を適用したとしても，本願発明のように素掘側溝を覆うようにして当該素
掘側溝の上に接した状態で配設され，それ自体で断面が凹形状の水路の全部を形成
する本願発明に係る「透水式水路用建材」には到達し得ないと主張する。
　しかしながら，本願発明の請求項１の「水路を形成する」が「水路の全部を透水
式水路用建材のみで，かつ素掘側溝上（地面）に接した状態で形成すること」を意
味するとの原告主張が採用できないことは，前記判示のとおりである。
　刊行物２の段落【００１５】ないし【００２１】によれば，刊行物２には，相違
点に係る本願発明の構成，すなわち，「骨材と該骨材を収容し，該骨材の粒径より
も小さな径の網目を有する袋体から構成される透水式建材」が開示されていると認
めることができる。そして，前記のとおり，刊行物１の織物又は不織布は，断面が
凹形状の水路を形成するために用いられるということができる。そうすると，刊行
物１発明の織物又は不織布に代えて，刊行物２発明の水質浄化嚢を適用することに
より，本願発明の「断面が凹形状の水路を形成するために用いられ，骨材と，該骨
材を収容し，該骨材の粒径よりも小さな径の網目を有する袋体と，を少なくとも有
することを特徴とする透水式水路用建材」の構成に至ることは明らかである。
　(4)　以上のとおりであるから，当業者であれば，刊行物１及び２発明に基づき，
相違点に係る本願発明の構成は容易に想到し得るとした審決の判断は是認し得る。
原告の主張する取消事由２は，理由がない。
　３　結論
　よって，原告の請求は理由がないので，棄却されるべきである。
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